
宇　治　市　議　会　だ　よ　り� 第９５号（５）２００４年（平成１６年）１２月１日発行

9月�定� 会�例� 委員会の審査報告
９月定例会中の総務常任委員会、
市民環境常任委員会、建設水道常任
委員会、文教福祉常任委員会が審査
した内容について、その一部をお知
らせします。

【
審
査
項
目
】

●
議
案
第
63
号
　
宇
治
市
男
女
生

き
生
き
ま
ち
づ
く
り
条
例
を
制
定

す
る
に
つ
い
て
　
議
会
議
案
第
３

号
　
男
女
平
等
宇
治
市
条
例
を
制

定
す
る
に
つ
い
て
（
一
括
審
査
）

議
案
第
63
号
に
つ
い
て
、
市
か

ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
条
例
は
男
女
共
同
参
画
を

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

た
め
制
定
す
る
。
本
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
市
民
に
よ

り
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
男
女
共

同
参
画
に
向
け
た
諸
活
動
や
、
現

在
推
進
中
の
宇
治
市
女
性
施
策
推

進
プ
ラ
ン
の
新
た
な
根
拠
と
な
る

も
の
と
考
え
る
。

次
に
、
議
会
議
案
第
３
号
に
つ

い
て
、
提
案
し
た
議
員
か
ら
次
の

と
お
り
説
明
が
行
わ
れ
た
。

市
が
提
案
し
た
条
例
は
、
男
女

共
同
参
画
の
推
進
と
い
う
枠
に
と

ど
ま
り
、
男
女
平
等
を
明
確
な
目

的
と
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
条
例

の
策
定
過
程
に
お
け
る
市
民
参
加

が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、

男
女
平
等
社
会
を
目
指
す
議
案
を

提
出
す
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
苦
情

の
処
理
等
に
つ
い
て
の
質
疑
が
行

わ
れ
た
。
次
に
、
公
明
党
宇
治
市

会
議
員
団
委
員
か
ら
市
提
出
議
案

に
対
す
る
賛
成
討
論
及
び
議
会
議

案
に
対
す
る
反
対
討
論
が
、
日
本

共
産
党
宇
治
市
会
議
員
委
員
か
ら

議
会
議
案
に
対
す
る
賛
成
討
論
が

行
わ
れ
た
後
、
採
決
が
行
わ
れ
、

市
提
出
議
案
は
全
会
一
致
で
可
決
、

議
会
議
案
は
賛
成
少
数
で
否
決
す

べ
き
も
の
と
決
し
た
。

【
審
査
項
目
】

●
請
願
第
16
―
５
号
　
「
郵
政
事

業
の
民
営
化
に
反
対
を
求
め
る
意

見
書
提
出
」
に
関
す
る
請
願
に
つ

い
て請

願
の
趣
旨
に
つ
い
て
議
会
事

務
局
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

政
府
は
、
経
済
財
政
諮
問
会
議

に
お
い
て
、
国
民
的
議
論
も
な
い

ま
ま
、
利
用
者
の
声
も
聞
か
ず
に

郵
政
事
業
を
一
方
的
に
民
営
化
す

る
方
針
を
打
ち
出
し
、
民
営
化
法

案
成
立
を
目
指
し
て
い
る
。
民
営

化
さ
れ
る
と
、
不
採
算
地
域
か
ら

の
撤
退
や
郵
便
料
金
の
全
国
均
一

料
金
制
度
の
維
持
が
で
き
な
く
な

り
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
の
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
。
こ
の
た
め
地
域
社
会

で
の
郵
便
局
が
果
た
し
て
い
る
役

割
を
考
え
て
、
郵
政
公
社
の
現
行

の
経
営
形
態
を
堅
持
す
る
よ
う
、

郵
政
事
業
の
民
営
化
に
反
対
を
求

め
る
意
見
書
を
宇
治
市
議
会
か
ら

国
及
び
政
府
に
提
出
す
る
こ
と
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
民
営

化
の
場
合
、
宇
治
市
に
当
て
は
め

て
影
響
は
ど
う
な
る
の
か
、
山
間

部
の
簡
易
郵
便
局
へ
の
補
助
に
つ

い
て
等
の
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
後
、
無
所
属
委
員
及
び
公

明
党
宇
治
市
会
議
員
団
委
員
か
ら

反
対
の
討
論
が
、
日
本
共
産
党
宇

治
市
会
議
員
団
委
員
か
ら
賛
成
の

討
論
が
行
わ
れ
た
後
、
採
決
が
行

わ
れ
、
賛
成
多
数
で
採
択
す
べ
き

も
の
と
決
し
た
。

男女生き生きまちづくり条例を制定
＜男女の人権が尊重される社会の実現へ＞

郵政事業の民営化に反対を
＜賛成多数にて採択＞

【
審
査
項
目
】

●
報
告
　
宇
治
妙
楽
マ
ン
シ
ョ
ン

計
画
に
係
る
都
市
景
観
形
成
に
つ

い
て市

か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
あ

っ
た
。

宇
治
妙
楽
マ
ン
シ
ョ
ン
予
定
地

は
平
等
院
の
背
景
地
で
あ
る
こ
と

か
ら
平
等
院
か
ら
建
物
が
見
え
る

か
ど
う
か
７
月
27
日
に
バ
ル
ー

ン
調
査
を
実
施
し
、
平
等
院
や
そ

の
周
辺
12
箇
所
か
ら
目
視
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
を
受
け
、
当
初

一
部
９
階
建
て
で
計
画
さ
れ
て
い

た
が
、
そ
の
後
建
物
す
べ
て
が
７

階
建
て
に
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
、

そ
の
後
数
回
の
都
市
景
観
審
議
会

を
重
ね
、
審
議
会
委
員
が
独
自
に

マ
ン
シ
ョ
ン
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
作
成
し
、
審
議
会
と
事
業
者

と
の
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
歴

史
的
・
文
化
的
景
観
を
守
る
審
議

会
と
、
事
業
の
採
算
上
こ
れ
以
上

の
計
画
変
更
は
困
難
と
い
う
立
場

の
事
業
者
と
の
間
で
結
論
に
至
ら

ず
、
引
き
続
き
地
元
、
事
業
者
と

と
も
に
当
該
地
区
に
ふ
さ
わ
し
い

マ
ン
シ
ョ
ン
計
画
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
地
元

と
事
業
者
双
方
の
意
見
調
整
の
ほ

か
、
市
と
し
て
の
行
政
指
導
は
さ

れ
て
い
る
の
か
、
景
観
条
例
を
つ

く
っ
た
と
き
の
市
の
精
神
が
本
当

の
意
味
で
問
わ
れ
て
い
る
、
国
の

景
観
法
が
有
効
活
用
で
き
る
の
で

は
な
い
か
、
な
ど
の
意
見
が
出
さ

れ
た
。

【
審
査
項
目
】

●
議
案
第
64
号
　
宇
治
市
保
育
所

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

制
定
す
る
に
つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
あ

っ
た
。

こ
の
条
例
改
正
は
、
平
成
17

年
４
月
１
日
よ
り
社
会
福
祉
法
人

に
移
管
さ
れ
る
市
立
北
小
倉
保
育

所
を
廃
園
す
る
こ
と
か
ら
、
行
う

も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
民
営
化
に
伴
う
施
策
充

実
課
題
と
し
て
、
宇
治
保
育
所
及

び
木
幡
保
育
所
の
定
員
を
１
５
０

名
か
ら
１
６
５
名
に
そ
れ
ぞ
れ

15
名
、
合
計
30
名
増
員
す
る
。

な
お
、
公
立
保
育
所
の
民
営
化

に
つ
い
て
は
、
保
育
所
民
営
化
第

１
次
実
施
計
画
の
中
で
既
に
示
さ

れ
て
い
る
が
、
移
管
先
と
し
て
社

会
福
祉
法
人
同
胞
会
と
す
る
こ
と

を
内
定
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
引
き

継
ぎ
保
育
の
内
容
や
期
間
、
移
管

後
の
運
営
の
責
任
や
指
導
、
公
民

の
役
割
分
担
を
含
め
た
保
育
行
政

に
つ
い
て
の
将
来
展
望
、
民
営
化

後
の
北
小
倉
保
育
所
の
職
員
体
制
、

保
護
者
の
不
安
解
消
へ
の
具
体
的

な
対
応
な
ど
に
つ
い
て
の
質
疑
が

行
わ
れ
た
。

次
に
、
自
民
党
市
民
ク
ラ
ブ
委

員
か
ら
賛
成
討
論
が
、
日
本
共
産

党
宇
治
市
会
議
員
団
委
員
及
び
社

会
議
員
団
委
員
か
ら
反
対
討
論
が

行
わ
れ
、
そ
の
後
の
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
し
た
。

マンション建設に係る景観問題
＜引続き、業者・地元とともに検討＞

北小倉保育所の民営化を決定
＜宇治・木幡保育所の定員を各15人増員へ＞

平
成
12
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
た
介

護
保
険
制
度
は
５
年
目
の
見
直
し
時

期
を
迎
え
て
い
る
。
介
護
保
険
を
安

心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
以
下
の

事
項
を
含
む
施
策
の
実
現
を
行
う
こ

と
を
要
望
す
る
。
①
適
切
な
情
報
の

開
示
②
保
険
料
・
利
用
料
の
低
所
得

者
向
け
免
除
・
軽
減
制
度
の
整
備
③

社
会
福
祉
基
盤
整
備
④
介
護
予
防
対

策
の
拡
充
⑤
障
害
者
支
援
費
制
度
と

の
施
策
の
調
整
に
際
し
社
会
福
祉
制

度
の
後
退
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
。

介
護
保
険
制
度
改
正
に
関
す
る
意
見
書

近
年
、
子
ど
も
の
権
利
侵
害
が
ま

す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
る
。
国
連
・

子
ど
も
の
権
利
委
員
会
か
ら
政
府
に

対
し
て
出
さ
れ
た
勧
告
で
は
、
子
ど

も
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
制
度
の
促
進

や
、
政
策
立
案
・
決
定
過
程
へ
の

様
々
な
子
ど
も
参
加
の
仕
組
み
づ
く

り
が
具
体
的
な
課
題
と
し
て
提
起
さ

れ
て
い
る
。
よ
っ
て
国
に
お
か
れ
て

は
、「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
の
趣

旨
を
最
大
限
尊
重
し
、
子
ど
も
の
権

利
保
障
を
求
め
る
仕
組
み
づ
く
り
に

取
り
組
む
よ
う
求
め
る
。

「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
に
基
づ
い
た

子
ど
も
の
権
利
保
障
を
求
め
る
意
見
書

消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
が
世
界
的

に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
わ
が
国
に

お
い
て
も
そ
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
よ
っ
て
政
府
に
お
か
れ
て

は
、
消
費
者
の
視
点
に
立
ち
、
以
下

の
消
費
者
保
護
法
制
等
の
整
備
を
早

期
実
現
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

①
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
の
早
期
導

入
を
図
る
。
②
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

等
の
機
能
強
化
及
び
電
話
相
談
の
ダ

イ
ヤ
ル
一
元
化
等
の
推
進
。
③
携
帯

電
話
・
預
金
口
座
の
不
正
利
用
防
止

策
に
早
急
に
取
り
組
む
こ
と
。

消
費
者
保
護
法
制
等
の
整
備
を

求
め
る
意
見
書

（
要
旨
）
国
会
及
び
政
府
、

関
係
機
関
に
送
付

し
ま
し
た
。

意�
�見�
�書�

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

▼

宇
治
川
の
景
観

▼

北
小
倉
保
育
園

▼

米軍ヘリコプター墜落事故に抗議
し日米地位協定の改定と在沖海兵
隊基地の国外移転を求める意見書

今
夏
起
き
た
米
軍
大
型
輸
送
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
墜
落
事
故
に
つ
い
て
、
原
因
を
究
明

し
、
被
害
の
完
全
補
償
を
求
め
る
と
同
時

に
、
米
軍
機
の
民
間
地
上
空
で
の
飛
行
を

中
止
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
早
急
に
日

米
地
位
協
定
の
改
定
に
着
手
す
る
と
と
も

に
、
ア
ジ
ア
情
勢
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
日

米
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
米
軍
在
外
基

地
の
再
編
の
機
会
に
あ
わ
せ
、
普
天
間
基

地
を
含
む
在
沖
海
兵
隊
基
地
を
国
外
へ
移

転
す
る
よ
う
求
め
る
。

郵政事業の民営化に反対する
意見書

政
府
は
国
民
的
議
論
も
な
い
ま
ま
に
郵

政
三
事
業
を
民
営
化
す
る
旨
の
方
針
を
打

ち
出
し
、
来
春
の
通
常
国
会
に
お
い
て
民

営
化
法
案
成
立
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。

郵
便
局
が
民
営
化
さ
れ
る
と
、
不
採
算
地

域
か
ら
の
撤
退
は
避
け
ら
れ
ず
、
全
国
一

律
の
公
平
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
な
く

な
る
等
、
地
域
社
会
に
と
っ
て
大
き
な
打

撃
と
な
る
。
よ
っ
て
、
郵
政
事
業
が
果
た

し
て
い
る
役
割
を
十
分
理
解
し
、
現
行
経

営
形
態
を
堅
持
す
る
よ
う
要
望
す
る
。

容器包装リサイクル法の見直し
を求める意見書

容
器
包
装
廃
棄
物
は
地
方
自
治
体
と
事

業
者
が
収
集
か
ら
再
商
品
化
ま
で
の
処
理

を
行
っ
て
い
る
が
、
地
方
自
治
体
の
負
担

費
用
は
事
業
者
の
約
３
倍
で
あ
り
、
自
治

体
の
財
政
を
圧
迫
し
、
法
の
目
的
と
す
る

発
生
抑
制
・
減
量
の
効
果
は
不
十
分
で
あ

る
。
よ
っ
て
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
発

生
抑
制
、
再
使
用
、
再
生
利
用
の
優
先
順

位
及
び
拡
大
生
産
者
責
任
の
原
則
を
徹
底

す
る
た
め
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
早

急
な
見
直
し
を
行
う
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

低髄液圧症候群の治療推進を
求める意見書

低
髄
液
圧
症
候
群
と
は
、
交
通
事
故
等
、

頭
部
や
全
身
へ
の
強
い
衝
撃
に
よ
っ
て
、

脳
脊
髄
液
が
慢
性
的
に
漏
れ
続
け
る
病
気

で
あ
り
、
頭
痛
な
ど
様
々
な
症
状
が
複
合

的
に
現
れ
る
。
現
在
、
全
国
的
に
こ
の
治

療
を
行
う
病
院
は
少
な
く
、
数
少
な
い
病

院
に
患
者
が
殺
到
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
更
な
る
研
究
の
推
進
と
、
ブ
ラ

ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
を
含
め
た
治
療
法
を
早

期
に
確
立
す
る
と
と
も
に
、
同
療
法
に
対

し
て
保
険
を
適
用
す
る
よ
う
求
め
る
。


